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次期社会資本重点計画・国土形成計画策定のスケジュール（予定）

国土形成計画

２月１３日 国土審議会
（諮問・答申）

広域地方計画

決定

社会資本整備重点計画

３月 全国計画
閣議決定
広域地方計画
協議会設置・
広域地方計画
中間整理

協議会における

広域地方計画
原案とりまとめ

７月
目途

平成２０年

社会資本整備審議会・交通政策審議会計画部会

パブリックコメント募集、都道県からの意見聴取等

社会資本整備審議会・交通政策審議会計画部会

（夏頃） 次期「社会資本整備重点計画」閣議決定

次期「地方ブロックの社会資本の重点方
針」策定
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国土形成計画（全国計画）案 概要
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次期社会資本整備重点計画における砂防関係の指標（案）

【調査中】
都市域における自然的環境を主たる
構成要素とする空間であり、制度的に
永続性が担保されている空間の確保
量(面積)を都市域人口で除したもの

都市域における水と緑の公
的空間の確保量(m2/人) 

水・緑豊かで美し
い都市生活空間等
の形成等

【調査中】

土砂の流れに支障があり問題が発
生している渓流、河川、海岸にお
いて、総合的な土砂管理に基づき、
土砂の流れを改善することに資す
る事業に着手した数

総合的な土砂管理に基づき
土砂の流れが改善された数

良好な生活空間・
自然環境の形成

暮らし・
環境

１００％８０％３４％
土砂災害危険箇所が存在する市町村
のうち土砂災害特別警戒区域の指定
を行った市町村の割合

土砂災害特別警戒区域指定
率(%) 

１００％１６％

土砂災害危険箇所を有する市町村の
うち、ハザードマップを作成・公表し、
かつハザードマップを活用した防災訓
練を実施した市町村の割合

ハザードマップを作成・公
表し、防災訓練等を実施し
た市町村の割合(%)(土砂) 

１００％５０％０％

対象２９火山のうち、火山噴火緊
急減災対策砂防計画に基づきリア
ルタイム火山ハザードマップを整
備した火山の割合

リアルタイム火山ハザード
マップ整備率(%) 

ハード対策と一体
となったソフト対策
による被害の軽減

【調査中】

大河川においては３０～４０年に一度
程度、中小河川においては５年～１０
年に一度程度発生する規模の降雨に
おいて、洪水の氾濫が必要ない区域
に対し、防御されている区域の割合

洪水による氾濫から守られ
る区域の割合(%) 

約５，２００施設
（うち急傾斜：
２，３００施設）

約３，５００施設
（うち急傾斜：
１，５００施設）

約２,３００施設
(うち急傾斜：

約１,０００施設)

24時間災害時要援護者が滞在する施
設・防災拠点・近傍に避難所が無く地
域の拠点となる避難所のうち土砂災
害対策のなされた施設数

土砂災害から保全される人
命保全上重要な施設数

約３３０万人
（うち急傾斜：
約１４０万人）

約３００万人
（うち急傾斜：
約１３０万人）

約２７０万人
(うち急傾斜：
約１２０万人)

砂防事業によって土砂災害(土石流・
地すべり・がけ崩れ)から保全される人
口(万人)

土砂災害から保全される人
口(万人) 

水害等の災害に強
い国土づくり

安全

１０年後
（平成２９年）

５年後
（平成２４年）

現状
（平成１９年）

指標の考え方指標（案）
重点目標
（案）

重点目標
分野
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関係機関と連携しつつ、危機管理体制の整
備・充実に努めることが重要と考えており
ます。

原文通りと致しま
す。

防災のためのヘリの運行を防衛省と協働
で行うべき。全般

整備箇所については、第３章第１節に書か
れていますように、病院や老人福祉施設の
災害時要援護者関連施設や代替性のない避
難場所の保全、地形条件等により避難が困
難な集落の対策、防災拠点の保全等、人命
を守る効果の高い箇所を優先して重点的に
対策を実施することが必要と考えておりま
す。

原文通りと致しま
す。

「人家５戸以上の土砂災害危険箇所等の
うち、既に施設整備がなされている危険
箇所の割合は未だ２０％程度であり、今
後も計画的かつ着実に整備を進めていく
必要がある。」について、人口動向や保
全対象の重要度を考慮して整備対象箇所
を大幅に絞るべき。

第１章

参考意見とさせて
いただきます。

公的資金で災害保険に加入し、被災後の
復旧を素早くするべき。

全般

第２章に書かれていますように、人口や資
産が集中する都市のみならず、中山間地域
においても、地域の将来計画を踏まえつつ、
豪雨、火山噴火、地震等を起因として発生
する土砂災害に対するハード・ソフトを適
切に組み合わせた総合的な対策を、関係機
関と連携しつつ推進していきます。

原文通りと致しま
す。

予算が少ないため、三大都市圏に予算を
集中させるべき。

全般

理由対応方針主な意見・提案章・節

土砂災害懇談会中間取りまとめパブリックコメントについて１

国土交通省ホームページにおいて、平成１９年６月２９日(金)から平成１９年７月３１日(火)まで意見募集を行い
ましたところ、ご意見をいただきました。ご意見の概要及び対応方針は以下の通りです。
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治山事業により森林の維持・造成に
必要な事業が実施されることは、流
砂系において土砂移動を妨げている
主要な要因ではないため、治山事業
の実施主体が土砂管理上の問題を解
決するための主体的な対策を実施す
ることは少ないと考えております。

原文通りと致し
ます。

「各流砂系毎の目標達成に向けて砂防、河川、
海岸等の管理者が連携し具体的な対策を実施す
べきである。」を、森林管理者の責任と役割が
重要であることから、「各流砂系毎の目標達成
に向けて治山、砂防、河川、海岸等の管理者が
連携し具体的な対策を実施すべきである。」と
修正すべき。

第３章

第２節

本文中の「生物」は、動物のみでな
く植物も対象としていることを表現
する記述と致します。

ご指摘通りに修
正致します。

「流域の観点から望ましい生物生息環境を形成
することが重要であり、」を「流域の観点から
望ましい生物生息生育環境を形成することが重
要であり、」と修正すべき。

第３章

第３節

フラッシュフラッドの注釈を「急激
な水位上昇を伴う現象」から「土砂、
流木を含む急激な出水」に修正致し
ます。

ご指摘を踏まえ
修正致します。

フラッシュフラッドの「(注)：急激な水位上昇

を伴う現象」について、「伴う」の主語がなく
どのような現象かイメージできない。

第４章

施設整備においては、設計・施工・
維持管理の点で経済性に配慮しなが
ら実施しております。

原文通りと致し
ます。

地域の自然条件や景観、歴史等のニーズを踏ま
えた場合、設計段階でコストがかかり、効率的
な施設整備ができないのではないか。

第３章

第３節

本提言は砂防関係事業に関していた
だいているものであるため、他事業
に関する記述は、砂防事業との関わ
りに関する記述のみにさせていただ
きます。

原文通りと致し
ます。

「砂防関係事業が歴史的に果たしてきた荒廃し
た自然を復元するという原点を再認識し、」を
「治山・砂防関係事業が歴史的に果たしてきた
荒廃した自然を復元するという原点を再認識
し、」と修正すべき。

第３章

第３節

土砂災害懇談会中間取りまとめパブリックコメントについて２
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平成19年の主な土砂災害発生状況

台風第４号

台風第９号

能登半島地震

新潟県中越沖地震

（Ｍ６．９）

（Ｍ６．８）

台風第11号

9/18 6時頃

温帯低気圧

9/13～9/18

8/29～9/9

7/29～8/5

7/9～7/18

3/25

7/16

土砂災害発生件数

966件(46都道府県）
（12/31現在）

土石流 ： 129件

がけ崩れ： 675件

地すべり： 162件 新潟県柏崎市青海川
(７月16日発生 新潟県中越沖地震)

新潟県柏崎市米山
(７月16日発生 新潟県中越沖地震)

熊本県美里町志道原
(７月１１日発生 梅雨前線豪雨)

石川県輪島市門前町小山
（3月25日発生 能登半島地震 ）

凡例
土砂災害発生件数

100件以上

50～99件

25～49件

1～24件

0 件

凡例
土砂災害発生件数

100件以上

50～99件

25～49件

1～24件

0 件

鳥取県 八頭郡 八頭町 山志谷
（7/15発生 梅雨前線豪雨）

やずぐん やずちょう やましだに

群馬県 甘楽郡 南牧村 底瀬川
(9月6日発生 台風第9号)

鹿児島県 垂水市 二川
_（7/15発生 台風第4号）

たるみずし ふたかわ

台風第５号

全国における土砂災害発生件数と主な土砂災害（砂防部保全課調べ）

台風第20号
死者 行方不明 負傷者 全壊 半壊 一部損壊

土石流 129 0 0 0 20 14 14
地すべり 162 0 0 0 3 2 5
がけ崩れ 675 0 0 12 28 21 123
合計 966 0 0 12 51 37 142

原因
人家被害人的被害

発生件数

10/26～10/28
７
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集中豪雨と土砂災害発生件数の推移
災

害
発

生
件

数
（
件

）

降雨降雨50(mm/h)50(mm/h)以上の発生回数以上の発生回数

過去３０年における災害発生件数過去３０年における災害発生件数

837837件件/y/y

過去20年～30年

最近10年

783783件件/y/y

平均233233回/y

平均318318回/y

平均206206回/y

_過去30年間の災害発生件数の平均は921件/年※。気候変動の激化に伴い、土砂災害も増加・激甚化の傾向。今後も
IPCC報告の通り、温暖化が進行すれば、土砂災害が増加・激甚化することが予想。

（※H4-7の雲仙普賢岳による火砕流を除く。S53～56の土石流、地すべりの件数は推計値：砂防部保全課調べ）

IPCC(Intergovernmental Panel on Climate Change):気候変動に関する政府間パネル

土砂災害の増加土砂災害の増加
激甚化激甚化

1,1441,144件件/y/y

８
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H20.1.31
時点

土砂災害警戒区域等の指定状況

60,102

土砂災害警戒区域の指定状況 土砂災害特別警戒区域の指定状況

1000箇所以上

500～1000箇所

100～500箇所

1～100箇所

1000箇所以上

500～1000箇所

100～500箇所

1～100箇所

1000箇所以上

500～1000箇所

100～500箇所

1～100箇所

0箇所

1000箇所以上

500～1000箇所

100～500箇所

1～100箇所

0箇所

土砂災害警戒区域等の指定推移

（平成２０年１月３１日現在）

全都道府県
２６，０６８箇所

（平成２０年１月３１日現在）

全都道府県
６０，１０２箇所

○土砂災害防止法は平成１３年４月１日に施行され、基
礎調査の進捗に併せて平成１６年以降は指定箇所数が
毎年増加。
○平成２０年１月３１日現在、全国で約６万箇所の土砂災
害警戒区域、約２万６千箇所の土砂災害特別警戒区域
が指定。
○次期社会資本整備重点計画(案)では、土砂災害危険

箇所が存在する市町村のうち土砂災害特別警戒区域の
指定を行った市町村の割合は、平成１９年で３４％である
が平成２４年で８０％、平成２９年で１００％を目標としてい
る。

全危険箇所数 約52万箇所

９



・気候変化を考える上で、第３次評価報告書で示された

５つの「懸念の理由」がますます強まっている
①極地や山岳社会・生態系といった、特異で危機にさらされてい

るシステムへのリスクの増加、②干ばつ、熱波、洪水など極端な

気象現象のリスク増加、③地域的、社会的な弱者に大きな影響と

脆弱性が表れるという問題、④地球温暖化の便益は温度がより低

い段階で頭打ちになり、地球温暖化の進行に伴い被害が増大し、

地球温暖化に伴い損失するコストは時間とともに増加、⑤海面水

位上昇、氷床の減少加速など、大規模な変動リスクの増加

・適応策と緩和策は、どちらか一方では不十分で、互いに

補完し合うことで、気候変化のリスクをかなり低減する

ことが可能

・温暖化に伴う海面水位の上昇は避けられない

主題５ 長期的な展望

・大気や海洋の全球平均温度の上昇、世界平均海面水位の

上昇が観測されていることから、気候システムの温暖化

は疑う余地がない。

・世界平均気温が、過去100年に0.74℃上昇

・海面水位の上昇は温暖化と一貫 など

主題１ 気候変化とその影響に関する観測結果

ＩＰＣＣ第４次評価報告書の概要

・20世紀半ば以降に観測された全球平均気温の上昇のほと

んどは、人為起源の温室効果ガスの増加によってもたら

された可能性がかなり高い など

主題２ 変化の原因

・「高成長型シナリオ」で化石エネルギー源を重視した

場合、21世紀末の世界平均地上気温は最良の見積もりで

４℃上昇。海面水位は0.26-0.59m上昇

・大雨の頻度は引き続き増加する可能性が高い

・熱帯低気圧の強度が増加する可能性が高い

・極端な気象現象の頻度と強度の変化及び海面水位上昇は、

自然及び人間システムに、悪影響を及ぼすと予想される。

【アジア】

・淡水利用可能性は、2050年までに中央・南・東・東南

アジア、特に大規模河川の流域で減少

・南・東・東南アジアのメガデルタ地域において、海から

あるいは河川からの浸水リスクが高まるなど

主題３ 予測される気候変化とその影響

・気候変化に対する脆弱性を低減させるには、現在より強力

な適応策が必要

主題４ 適応と緩和のオプション

・適切な緩和策の実施により、今後数十年にわたり、

世界の温室効果ガス排出量の伸びを相殺・削減 など

資金及び技術的障壁、移動空
間の利用可能性、総合政策と
管理、持続可能な開発目標と
のシナジー

気候変化への配慮と設
計に取り入れる基準及
び規制、土地利用政策、
建築コード、保険

堤防、高潮用防波堤、砂丘
の補強、海水面上昇及び洪
水に対する緩衝地帯として
の土地の取得と沼地・湿地
の構築

インフラ
／居住

資金、人材、物理的障壁、統
合水資源管理、他の部門との
シナジー

国内水資源政策、水資
源統合管理、水関連災
害の管理

雨水の取水拡大、貯水及び
保全技術、水の再利用、淡
水化、水の利用と灌漑の効
率化

水

主要な制約要素と実施機会
通常の文字：制約、斜体：機会

基礎となる政策枠組適応オプション／戦略部門

資金及び技術的障壁、移動空
間の利用可能性、総合政策と
管理、持続可能な開発目標と
のシナジー

気候変化への配慮と設
計に取り入れる基準及
び規制、土地利用政策、
建築コード、保険

堤防、高潮用防波堤、砂丘
の補強、海水面上昇及び洪
水に対する緩衝地帯として
の土地の取得と沼地・湿地
の構築

インフラ
／居住

資金、人材、物理的障壁、統
合水資源管理、他の部門との
シナジー

国内水資源政策、水資
源統合管理、水関連災
害の管理

雨水の取水拡大、貯水及び
保全技術、水の再利用、淡
水化、水の利用と灌漑の効
率化

水

主要な制約要素と実施機会
通常の文字：制約、斜体：機会

基礎となる政策枠組適応オプション／戦略部門

IPCC：Intergovernmental Panel on Climate Change
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①
②

③
④

⑤
⑥
⑦

⑧

⑨

⑩
⑪

①
②

③
④

⑤
⑥

⑦

⑧

⑨

⑩

⑪

降水量の増加

降水量の増加・熱帯低気圧の強度増加

・強い熱帯低気圧の占める割合が過去30年間で増

加
・西太平洋地域においてもカテゴリー４，５が増加
・さらに、今後熱帯低気圧の強度は強まると予測

（出典）ＩＰＣＣ第４次報告書第１作業部会報告書概要（公式版）より 環境省作成

強まる熱帯低気圧の強度

（出典）国土技術政策総合研究所データより河川局作成

年最大日降水量は全国的に増加の傾向で、
北海道・ 東北で1.2倍程度、
関東から九州で1.1倍程度増加の傾向である

1.07 九州⑪

1.11 四国南部⑩

1.10 瀬戸内⑨

1.11 山陰⑧

1.13 紀伊南部⑦

1.07 近畿⑥

1.06 中部⑤

1.14 北陸④

1.11 関東③

1.22 東北②

1.24 北海道①

1.20～1.25

1.15～1.20

1.10～1.15

1.05～1.10

1.00～1.05

凡例

ＧＣＭ２０（A1Bシナリオ）で求めた各調査地点の年最大日降水量から
（2080-2099年の平均値）／（1979-1998年の平均値）を求め、

将来の降雨量を予測（上記の中位値）
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河川分科会気候変動小委員会中間とりまとめの概要

CO2削減対策（緩和策）と温暖化への対応策（適

応策）を組み合わせることにより、気候変動に伴
うリスクをさらに低減させることが重要

○気候変動により水害、土砂災害、高潮災害、
渇水等の災害リスクが増大

安全安心を確保するため、早い段階から長期的
な視点に立ち、適応策を実施していくことが重要

○増大する外力に対し、基本的に施設でどこま
で対応するのかを明確化

○施設能力を超える超過洪水等の外力（超過
外力）の規模に応じて守るレベルを決定

○その考え方に基づき被害の最小化を図るた
めの適応策を策定

１）土地利用や住まい方の見直し、浸水につよ
い街づくりへの誘導など土地利用の規制・見
直しなど地域づくりからの適応策

２）災害時の広域的な支援体制や新たなシナ
リオに基づく避難、救援・救助、復旧・復興の
活動の検討などの危機管理対応を中心とし
た適応策

３）既存施設の信頼性向上や有効活用・長寿
命化、新規施設の整備など施設を中心とした
適応策 など

適応策の具体的方向性

社会資本整備審議会河川分科会の下に、気候変動に
適応した治水対策検討小委員会を設置・検討
平成１９年１１月２９日 水関連災害分野における地球
温暖化に伴う気候変動への適応策のあり方について
（中間とりまとめ）を公表
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素因の変化
表層の風化状況の変化
山地斜面の植生の変化

→土砂災害の頻度・規模に影響する
変化に関して現時点では不明確

誘因の変化
降雨量の変化（時間的、空間的）
→短時間雨量（集中豪雨）の増加、

連続的な降雨における総雨量の増加

③発生規模の増大
深層崩壊の発生頻度

増加等による崩壊土砂
量の増大、土石流等の

到達範囲が拡大

②発生ﾀｲﾐﾝｸﾞの変化
降雨の降り始めからの

崩壊発生時刻が短縮化

土砂災害の変化が社会に及ぼす影響

同時多発的な
土砂災害の増加

気候変動による変化

土砂災害に対して想定される影響

土砂災害による直接的な被害の増加
土砂流出が下流のダムや河道、海岸に与える影響の増大及び長期化

避難までの
リードタイムの短縮化

深層崩壊に起因する大規模な
土砂災害の発生頻度の増加

①発生頻度の増加
降雨量増大により土砂災害

危険箇所等における崩壊発生
分布域が拡大、危険箇所以外
での土砂災害の発生

気候変動による土砂災害の頻度や規模への影響
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土砂災害に関する気候変動への適応策の基本的な考え方

■土砂災害の発生頻度の増加、規模の増大等に伴う直接的な被害の増加
■土砂流出が下流のダムや河道に与える影響の増大及び長期化

【当面の対応】
○当面は現在のハード・ソフト対策の一層の強化・推進により被害の軽減を図る

○気候変動による変化の観測データの蓄積、長期的な影響予測手法の調査研究を推進
・土砂災害の規模、形態、流域の土砂移動実態等に関する観測データの蓄積
・土砂災害・土砂移動現象に対して気候変動が及ぼす影響の評価・解析
・土砂災害の発生形態の変化や長期的な土砂移動量に関する長期的な予測手法の研究

【土砂災害において対応すべき課題】

【中長期的な対応】～気候変動の適応策としての新たな対策技術の開発～

・ハード対策の適応策（例）：
砂防計画への反映、施設設計の技術的基準の見直し、施設整備の優先順位の立案

・ソフト対策の適応策（例）：
危険箇所の抽出手法、土砂災害警戒区域等の設定手法、警戒避難体制の高度化

・人命保全上重要な箇所への施設整備の重点化
・土砂災害警戒区域等の指定促進による警戒避難体制等の構築、安全な土地利用への誘導
・大規模土砂災害に対する危機管理体制の強化
・根幹的な国土保全対策の推進、管理の強化、総合的な土砂管理の推進等

１４



は
技術開発が必
要となる部分

気候変動シナリオ設定
（IPCC報告書、気象庁等の研究成果の活用）

中長期的な土砂移動 短期的な土砂移動

凍結・融解による土砂生産量の変化推
定モデル開発

斜面からの土砂流出モデル開
発

新たな災害形態のメカニズム・特性の
検討
・深層崩壊
・緩勾配斜面での崩壊
・長大斜面崩土の流動化

危険箇所抽出手法
広域土砂監視手法

土石流被害等の拡大
・ピーク流量
・到達範囲

・天然ダム形成

斜面崩壊頻度・規模・発生タイミングの変化予測

土砂災害の多発・広
域化

リードタイムの減少

施策の方
向性

流砂量データの蓄積
（流砂量年表）

流出土砂量の変化予測

下流域での河床変動による災害の発
生予測

管理的対応システム整備 ・土地利用形態の検討
・０次谷対策

・危機管理体制整備
・土砂災害警戒情報高度化

リスク評価手法開発、社会・経済的損失評価手法開発、ハード対策の効率化

凡例

気候変動に係わる適応策の調査研究の進め方
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土砂災害警戒情報の提供状況（平成20年２月１８日現在）

提供中（４１都府県）

平成19年度末までに提供開始予定（６道県）

青森県、岩手県、秋田県、山形県、宮城県、福島県、茨城県、群馬県、埼玉県、東京都※、神奈
川県、山梨県、長野県、新潟県、石川県、富山県、静岡県、岐阜県、愛知県、三重県、福井県、
滋賀県、京都府、大阪府、和歌山県、岡山県、広島県、山口県、島根県、香川県、徳島県、高知
県、愛媛県、福岡県、佐賀県、長崎県、大分県、熊本県、宮崎県、鹿児島県、沖縄県 ※東京
都は２月１日に提供開始予定

北海道2)、栃木県2)、千葉県2)、奈良県1) 、兵庫県1) 、鳥取県1)

１）2月末提供開始予定 ； ２）３月末提供開始予定

提供中の府県

平成19年度末までに提供

開始予定の府県
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土砂災害警戒情報を活用した避難勧告の発令

【調査対象】平成１９年梅雨前線豪雨及び台風第４号、
５号、９号、１１号により人的・家屋被害が
発生した８４箇所（平成19年11月22日現在）

（国土交通省砂防部調査）

④避難勧告無く、
避難もせず

６６％（５５箇所）

①災害発生前に避難勧告発令
４％（３箇所）

②災害発生後に避難勧告発令
６％（５箇所）

③災害発生前に自主避難
８％（７箇所）

③災害発生後に自主避難
１４％（１２箇所）

③自主避難（避難時刻不明）
２％（２箇所）

災害発生前の避難勧告発令
はわずか４％

土砂災害が発生する前に避難勧告を発令している市町村は、わずかである。

また、土砂災害警戒情報が発表された後に、避難勧告を発令している市町村は少ない。

土砂災害警戒情報が発表されたら、避難勧告を発令するよう地域防災計画に明記することが必要。
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（市町村数） （複数回答あり）

【調査対象】：平成19年梅雨前線豪雨及び台風4号、台風5号、台
風9号、台風11号により土砂災害警戒情報が発表され
た延べ４６１市町村

（国土交通省砂防部調査） １７



全国治水砂防協会 申し合わせ事項
平成19年11月5日に実施した(社)全国治水砂防協会※地区代表理事打合会で以下の事項について、申し合わせた。

２．土砂災害から住民の命を守るために
○行政と住民が協働：
土砂災害の特徴（それまで発生していなくても突然、前ぶれもなく
突発 的に発生。大きな破壊力で人命を奪う。発生予測が困難。）に

ついて共通認識を持ち、土砂災害の警戒避難を協働して行う。
○住民の自律性の醸成：
避難が空振りになっても、「空振りで良かった。」と思える自律性を
醸成する。
○啓発活動の推進：
土砂災害警戒区域の住民説明会や防災訓練の実施、住民主体の
手作りハザードマップ（地域防災学習マップ）づくり、自主防災組織
等の強化を図る。

１．災害時に市町村長がなすべきこと
○住民の「命を守る」ということを最優先に、災害に関する情報を

住民に随時提供し、土砂災害警戒情報が発表されたら、避難勧
告を発令する。
・判断の遅れは命取りになる。情報収集に努め、トップとしての
判断を早く行う。

・住民の心には、迫りくる危険を過少評価して心の平静を保とう
とする正常化の偏見が働く。市町村長は危険情報を住民に随
時提供し、自ら肉声で緊迫感を伝えるなど、住民を避難する気
にさせる工夫と努力が必要。

３．国、都道府県への要望
○土砂災害防止法に基づく土砂災害（特別）警戒区域の指

定推進。

○土砂災害警戒情報について、より詳細な情報提供と携帯
電話等を活用した市町村等への多様な情報提供手段の
整備推進。

○土砂災害に関する専門家（都道府県ＯＢ、砂防ボランティ
ア等）で構成するアドバイザー制度の確立。

土砂災害による死者ゼロの実現を目指して

※社団法人全国治水砂防協会は、砂防及び地すべり並び
に急傾斜地崩壊対策等に関する必要な方策を考究する
とともに、砂防関係事業に関する一般の認識を深め、こ
れらの事業の促進により災害の防止軽減を図り、もって
公共の福祉の増進に寄与することを目的としており、全
国の1,479市町村等からなる団体。
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土砂災害警戒情報の検証

（件数）

調査対象：平成19年梅雨前線豪雨及び台風第4号、台風5号、台風9号、
台風11号により発生した土砂災害のうち、9月20日までに報
告のあった209件

（国土交通省砂防部調査）

災害件数

（時間）

土砂災害警戒情報が発生される前に、災害は発生するケースや、逆に相当時間が経ってから災害が発生するケースもある。

災害の発生状況を踏まえ、土砂災害警戒情報の検証をおこない、精度向上を図っていく必要がある。
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噴火警報および噴火警戒レベルの導入について

11月21日に公布された改正気象業務法により、気象庁では噴火警報を全国108の活火山に対して12月1日か

ら発表を開始。また、噴火時等の避難行動等の防災対応を踏まえ、各区分（レベル）にキーワードを設定し５段
階に区分した噴火警戒レベルを１６の活火山に対して12月1日から導入。

薩摩硫黄島、諏訪之瀬島

桜島

なし

なし

2月18日現在の状況

樽前山、北海道駒ヶ岳、岩手山、吾
妻山、草津白根山、浅間山、伊豆大
島、富士山、九重山、雲仙普賢岳、
阿蘇山、霧島山、口永良部島、

その他、１２月１日には、三宅島、硫黄島、福徳岡ノ場（海底
火山）に火口周辺警報が発表された

２０



日本の活火山分布日本の活火山分布

N32°

N28°

N24°

E140° E144°

ｱﾄｻﾇﾌﾟﾘ

雌阿寒岳

十勝岳

有珠山

北海道駒ヶ岳

樽前山

恵山

岩木山

岩手山

秋田焼山

蔵王山

安達太良山

鳥海山

秋田駒ヶ岳

那須岳

富士山

箱根山

三宅島

伊豆大島

伊豆東部火山群

八丈島

焼岳

白山

御嶽山

磐梯山

鶴見岳･伽藍岳

九重山

雲仙岳

阿蘇山

霧島山桜島

薩摩硫黄島

口永良部島

諏訪之瀬島

草津白根山

浅間山

吾妻山

南西諸島

新潟焼山

由布岳

倶多楽

火山噴火緊急減災対策砂防計画の策定対象火山（２９）

火山情報に噴火警戒レベルを平成19年12月に導入した火山（１６）

（名称を記した火山は観測が行われている火山（３９））

活火山（１０８）

火山防災対策の推進
火山噴火時に発生が想定される溶岩流、火山泥流、土石
流等の土砂災害による被害を軽減するため、国及び都道府
県の砂防部局において、火山毎に、緊急ハード対策の施工
やリアルタイムハザードマップによる危険区域の設定など
の火山噴火時の緊急対応や平常時からの準備事項等、ハー
ド・ソフト対策からなる火山噴火緊急減災対策砂防計画の
策定を推進する。

２１



砂防管理費の創設

◇ 火山噴火等に伴う継続的かつ大量の土砂流出等により、適正に機能を確保することが著しく困

難な砂防設備について、新たに国直轄で管理

噴出物が無尽蔵に供給される

土石流の頻発 除石による砂防設備の機能確保

国道224号

野
尻

川

大量の土砂流出

桜島では火山噴火等による無尽蔵の土砂生産に対しては除石等による機能確保が必要桜島では火山噴火等による無尽蔵の土砂生産に対しては除石等による機能確保が必要

噴火口付近の施工
は不可能

災対法６３条
警戒区域

２２



●人員の派遣体制の整備

●資機材の派遣体制の整備

●派遣隊の受け入れ体制の整備

緊急災害対策派遣隊(TEC-FORCE) の創設

※Technical Emergency Control Force

事前に人員・資機材等派遣体制を整備し、国が緊急調査を実施し、
地方公共団体と連携して必要な緊急応急対策を実施

緊急災害対策派遣隊(TEC-FORCE※)

新潟県中越沖地
震における初動体
制のイメージ図

［活動内容］
・被災状況調査
・応急対策（排水ポンプ車などの資機材）
・災害危険度予測
・対策の企画立案、高度な技術指導
・復旧工事支援 等

災害対策ヘリ

照明車による支援

専門家による調査支援復興支援
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